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西宮市一般型一時預かり事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育所等を利用していない家庭において日常生活上の突発的な事情や社

会参加等により一時的に家庭での保育が困難となる場合に必要とされる支援を行うため、西

宮市長から子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定による

確認を受けた保育所、幼稚園、認定こども園その他市長が必要と認める場所（西宮市が設置

するものを除く。以下「保育所等」という。）において実施する一般型一時預かり事業に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業等） 

第２条 この要綱は、保育所等において、児童を一時的に預かり、必要な保護を行う事業のう

ち「一時預かり事業の実施について」（令和６年３月３０日５文科初第２５９２号、こ成保

第１９１号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育局長通知）の別紙「一時預かり

事業実施要綱」（以下「国実施要綱」という。）に規定する一般型の一時預かり事業（以下

「一般型一時預かり事業」という。）に適用する。 

２ 一般型一時預かり事業は、次の表左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる利用事由及

び内容に基づき、利用者につき同表右欄に掲げる利用限度期間内において実施するものとす

る。ただし、一般型一時預かり事業を実施する保育所等（以下「実施施設」という。）の長

（以下「施設長」という。）が認める場合にあっては、同第右欄に掲げる利用限度期間を超

えて一般型一時預かり事業を利用させることができる。 

 

区分 利用事由及び内容 利用限度期間 

（１） 非定型的保育（就労支

援等保育） 

一般型一時預かり事業を利用

する児童の保護者（以下「保護

者」という。）の就労及び裁判

員等としての刑事裁判への参

加等により、一定期間において

家庭における保育が断続的に

困難となる児童を保育するこ

と。 

概ね週３日（裁判員等とし

て刑事裁判に参加するため

に必要な期間を除く。） 



 2

（２） 緊急保育 

保護者の傷病入院、災害事故、

冠婚葬祭等のやむを得ない事

由のため、緊急一時的に保育を

必要とする児童を保育するこ

と。 

利用限度なし 

（３） 私的理由（リフレッ 

シュ）による保育 

保護者の育児に伴う心理的、肉

体的負担等の解消等の私的な

理由やその他の事由により、一

定期間において一時的に保育

が必要となる児童を保育する

こと。 

概ね月１５日 

（対象児童） 

第３条 一般型一時預かり事業（休日において実施するものを除く。）の対象児童は、主とし 

て、市内に住所を有する生後６月以上の児童であって、かつ保育所、認定こども園等を利用 

していないものとする。ただし、施設長が認める場合にあっては、この限りでない。 

（設備及び保育の内容） 

第４条 一般型一時預かり事業を実施する者（以下「実施者」という。）は、実施施設におい 

て、次の各号に掲げる設備及び保育の内容に係る基準を遵守しなければならない。 

（１）西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年西宮市条

例第３６号。以下「条例」という。）第３４条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対

象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備（医務室、調理室及び屋外遊戯場を

除く。）を設けること。 

（２）食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。）にお

いては、実施施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有す

る設備を備えること。 

（３）保育の内容については、条例第３８条の規定に準じること。 

（４）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「設

備運営基準」という。）第６条の３に準じ、安全計画の策定及び必要な措置等を講じるこ

と等に努めること。 

（５）設備運営基準第６条の４に準じ、児童の通園や園外活動等のために自動車を運行する
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場合には、児童の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在を確認すべき

であること。 

（６）設備運営基準第９条の３に準じ、業務継続計画の策定及び必要な措置を講じること等

に努めること。 

（留意事項） 

第５条 前条に定めるもののほか、一般型一時預かり事業における教育・保育については、西

宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２

６年西宮市条例第１３号）における特定教育・保育に係る規定を適用するものとする。 

（職員の配置） 

第６条 実施者は、条例第３６条第２項の規定に準じ、実施施設において、一般型一時預かり

事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて当該乳幼児の処遇を行う者（以下「保育従

事者」という。）を配置し、そのうち保育士免許状保有者（以下「保育士」という。）を２

分の１以上としなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施者は、保育従事者を２人以上配置しなければならない。た

だし、保育所等と一体的に一般型一時預かり事業を実施し、当該保育所等の職員（保育従事

者に限る。）による支援を受けることができる場合は、保育士１人で処遇ができる乳幼児数

の範囲内において、保育従事者を１人（専ら一般型一時預かり事業に従事する保育士に限る。）

とすることができる。 

３ １日当たり平均利用児童数（年間延べ利用児童数を年間開所日数で除して得た数をいう。

以下同じ。）がおおむね３人以下である場合には、第１項の規定中、「保育士免許状保有者」

とあるのは「保育士免許状保有者または家庭的保育者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 

号）第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。）」と読み替え、

第２項の規定中、「保育従事者に限る。」とあるのは「保育士に限る。」と、「従事する保

育士」とあるのは「従事する保育士または子育て支援員（国実施要綱４（１）⑤アに定める

者をいう。）」と読み替えるものとする。 

４ 保育士以外の保育従事者の配置は、国実施要綱４（１）⑤に定める者とする。 

 （経理の取扱い） 

第７条 実施者は、一般型一時預かり事業に係る経理区分と他の事業に係る経理区分を分けて

管理しなければならない。 
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（利用定員等） 

第８条 実施者は、あらかじめ実施施設における一般型一時預かり事業（休日において実施す

るものを除く。）に係る利用定員を定めなければならない。ただし、施設長が認める場合に

あっては、当該利用定員を超えて児童を利用させることができる。 

（事業の開始）  

第９条 新たに一般型一時預かり事業を実施しようとする者は、市長が別に定める日までに、 

西宮市一時預かり事業実施届により市長に届け出なければならない。 

（事業内容の変更） 

第１０条 実施者は、事業内容を変更する場合は、原則、事業内容を変更しようとする日の６ 

月前までに、西宮市一時預かり事業実施内容等変更届により、市長に届け出なければならな 

い。 

（事業の休止） 

第１１条 実施者は、一般型一時預かり事業の実施が困難となった場合、原則、事業を休止し

ようとする日の３月前までに、西宮市一時預かり事業休止届により市長に届け出なければな

らない。 

２ 前項の規定による届出により一般型一時預かり事業の実施を休止することができる期間は、

原則として２月までとする。 

（事業の廃止） 

第１２条 実施者は、一般型一時預かり事業を廃止しようとする場合は、原則、事業を廃止し

ようとする日の６月前までに西宮市一時預かり事業廃止届により市長に届け出なければなら

ない。 

２ 一般型一時預かり事業を廃止するにあたっては、実施者は、あらかじめ保護者に周知し、

保護者に対して十分に配慮しなければならない。 

（利用状況の報告） 

第１３条 実施者は、一般型一時預かり事業の利用者に係る状況について、次の各号に掲げる 

事項を記録し、実施月の翌月１０日までに市長に報告しなければならない。 

（１） 利用事由 

（２） 利用日時 

（３） 保育期間 

（４） 利用料 
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（５） その他市長が必要と認める事項 

（利用申請等） 

第１４条 保護者は、一般型一時預かり事業を利用しようとするときは、一時預かり事業利用

申込書により、あらかじめ実施者に申請しなければならない。 

（利用の可否の決定）  

第１５条 実施者は、前条の規定による申請を受理したときは、審査のうえ利用の可否を決定 

し、保護者に一時預かり事業利用可否決定通知書により通知しなければならない。 

（利用の辞退）  

第１６条 保護者は、前項の決定の後に当該決定に係る一般型一時預かり事業の利用を辞退し 

ようとするときは、速やかに実施者にその旨を連絡しなければならない。   

（保護者負担等）  

第１７条 実施者は、一般型一時預かり事業の実施に必要な経費の一部について利用料として 

 保護者に負担させることができる。 

２ 前項の利用料の額については、あらかじめ実施者が定め、保護者に書面により説明するも

のとする。 

３ 実施者は、利用料以外の給食及びおやつ等に係る実費負担を徴収しようとする場合は、あ 

らかじめ当該実費負担について定め、保護者に書面により説明しなければならない。  

 （休日における一般型一時預かり事業） 

第１８条 休日における一般型一時預かり事業については、第１４条から第１６条までの規定 

にかかわらず、西宮市休日保育に関する要綱第６条から第１２条までの規定を準用する。こ 

の場合において同要綱第６条から第１２条までの規定中「休日保育」とあるのは「休日一時 

預かり」と読み替えるものとする。 

２ 同要綱第６条に規定する登録をした者は、第１項の規定により読み替えて準用する同要綱

第６条に規定する登録をした者とみなす。 

３ 休日における一般型一時預かり事業の対象児童については、第３条の規定は適用せず、西

宮市休日保育に関する要綱第５条の要件を満たさない小学校就学前児童を対象とする。 

４ 休日における一般型一時預かり事業に係る保護者負担等の額については、第１７条第２項

の規定中「あらかじめ実施者が定め、」とあるのは「給食に係る費用を含み、０歳児は日額

５，５００円、１，２歳児は日額５，０００円、３歳児以上は日額４，５００円とし、」と、

同条第３項の規定中「給食及びおやつ等に係る実費負担」とあるのは「実費負担（給食に係
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る費用を除く）」と読み替えるものとする。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、様式その他一般型一時預かり事業の実施に関して必

要な事項は、市長が別に定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

２ 西宮市民間保育所等一時預かり事業実施要綱は、廃止する。 

３ 廃止前の西宮市民間保育所等一時預かり事業実施要綱の規定に基づく一時預かり事業に係

る行為については、なお従前の例による。 

 

付 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から実施する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年８月１日から実施する。 

 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 


